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令和７年
環境再生・資源循環行政の取組について

角倉　一郎
環境省　環境再生・資源循環局次長

　令和７年の新春を迎えるに当たり、謹んで新年
の御挨拶を申し上げます。
　はじめに、令和６年能登半島地震および豪雨災
害により亡くなられた方々に対し、心よりお悔や
みを申し上げますとともに、被災された皆様に、
改めてお見舞い申し上げます。環境省では、災害
廃棄物の処理などを進めるにあたって様々な支援
を行ってまいりましたが、御協力をいただいた皆
様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。
引き続き、関係機関からの応援の力をお借りしな
がら、早急に復旧・復興が進むよう、全力で支援
してまいります。
　次に循環経済（サーキュラーエコノミー）への
移行についてです。循環経済への移行は、資源消
費の最小化や廃棄物の発生抑制等により、気候変
動、生物多様性損失、環境汚染等の課題を解決す
る重要な取組であるとともに、産業競争力の強化、
経済安全保障、地方創生、そしてウェルビーイン
グの向上に資するものです。近年諸外国において、
重要資源の確保や再生材活用による製品の競争力
強化といった観点から、産業政策として循環経済
に向けた政策を強化する動きが活発になっていま
す。我が国においても、昨年８月に「第五次循環
型社会形成推進基本計画」を閣議決定し、循環経
済への移行を国家戦略として位置づけました。ま
た、「循環経済に関する関係閣僚会議」を新たに
設置したところであり、政府として統合的に政策
を進めてまいります。
　具体的には、まず地域の特性を生かした循環資
源や再生可能資源の徹底活用により、地域や社会
に様々な付加価値や雇用を創出して地域経済を活
性化させていきます。リユース、リペア、リース

など多様な選択肢を活用できる環境の整備により
行動・ライフスタイルの転換を促していきます。
　循環経済による産業競争力強化、経済安全保障
の確保のため、製造業等と廃棄物処理・リサイク
ル業等の事業者の連携による再生材の質と量の確
保を進めます。昨年５月に公布された「資源循環
の促進のための再資源化事業等の高度化に関する
法律」の完全施行に向けた取組や、自動車向け再
生プラスチックの市場構築に向けた産官学連携を
促進するとともに、小規模分散化している循環産
業の主体をネットワークで繋ぎ、リサイクル拠点
を戦略的に構築することで効率的なリサイクル体
制を整備します。また、今後排出量の増加が想定
される使用済太陽光パネルのリサイクル促進のた
めの制度的検討や、金属スクラップ等の不適正
ヤード問題について制度的検討を進めてまいりま
す。国際的な場においても、企業における循環経
済に関する情報開示スキームの構築など循環経済
のルール形成をリードしていきます。
　また、東日本大震災からの復興・再生について
は、環境省にとって最重要の課題の一つです。福
島県内で生じた除去土壌等の県外最終処分や再生
利用の取組について、責任をもって取り組んでま
いります。帰還困難区域については、帰還意向の
ある住民の方々が全員帰還できるよう、引き続き
特定帰還居住区域等の除染や家屋等の解体を着実
に進めてまいります。さらに、地域の価値を創造・
再発見する未来志向の環境施策等をしっかりと推
進します。
　今後とも、環境再生・資源循環行政の一層の推
進のため、御理解、御協力を賜りますようお願い
申し上げます。
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